
 
 

 

令和８年度 

第２回 

 

立木公売のご案内 

 

 

 

 

 

 

入札日時 

令和８年７月２８日（火） 

 10 時 00 分開始 

 

入札場所 

広島森林管理署 入札会場 

 



立木
１号

立木
２号

種類
立木
（ヒノキ外）

立木
３号

口数 8 口
立木
４号

立木
５号

立木
６号

立木
７号

立木
８号

立

木

入札保証金

上記以外 2.50%

物件引渡の日から
36ヶ月以内

  代金を完納した日又は延納担保
  提供日から15日以内

物件の引渡期間

入札場所 広島森林管理署入札会場

産物の種類

数 量 及 び

所 在 場 所

立
　
　
　
　
　
木

 　免除します。
　 ただし、落札者が契約を締結しないときは、
 入札金額 （消費税及び地方消費税を除く
 金額 ) の100分の5に相当する金額を違約金
 として徴収します。

立木１～8号

官収分（85.33％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（90.18％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

令和８年度

広島第2回立木

国有林野産物公売公告

　次のとおり一般競争入札参加有資格者による公売を行いますので、物件明細書等及び現物を熟覧
し、国有林野の産物売払規程、国有林野事業林産物売買契約約款、入札者注意書及び契約書案を
了承の上、指定日時に入札してください。

  詳細及び所在場所は、別紙立
  木公売物件一覧表のとおり

数量 22,426.02 ㎥

入 札 日 時

令和8年7月28日（火）

開始時刻 10時00分

締切時刻 10時05分

即時開札

郵 便 入 札 令和8年7月27日（月）

最終到着日時

受 付 場 所

令和8年8月17日（月）

17時00分

広島森林管理署

代金納付及び 契約締結の日から
延納担保提供期限 20日以内

契約締結期限

物 件 の
搬出期間

延納担保
及び利率

銀行支払
保証手形

2.50%

延納を認
める範囲

官収分（87.38％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（86.84％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（78.00％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（85.88％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（20.00％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

官収分（20.00％）についてのみ認めます。
民収分については現納とします。

延納期間
立木

１～8号
10ヶ月以内
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特約条項
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６

７
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　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　 （082)247-2201　
　　　　　　　　　　　　 　ＩＰ　 　 050-3160-6145
　　　　　　　　　　 　　　e-mail    kc_hiroshima@maff.go.jp

　別紙３「暴力団排除に関する特約条項」のとおり。

　別紙１「特約事項」に留意し当署の指示に従うものとします。

　入札には、国有林野事業に属する林産物売払いに係る一般競争に参加する為に必要

 〒730-0822　広島市中区吉島東３丁目２番51号

　郵便入札の場合は、書留とし、封筒の表に「令和８年度第２回立木公売の入札書在
中」と「売払番号」を朱色で記載してください。

　入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額であるので、契約金額は、入札金
額の10％に相当する金額を加算した金額とします。

　適格請求書（インボイス）については別紙２のとおり。

　この入札及び契約は、分任契約担当官　広島森林管理署長　石原　敬史が担当します。

令和８年６月２６日

広島森林管理署

とが確認できる書類の写しを提出してください。

にあたる場合は、さらに繰り上げる)とします。

合には、契約締結の日)から15日以内に買受人立会の上で引渡しを行います。

　売払物件は、代金の全部（規程第27条第２項の規定による違約金を徴収する場合に

該日が土曜日、日曜日、国民の祝日又はその他の休日（金融機関等の休業日を含む）

な資格を有していることが必要です。

　納付期限及び延納担保の提供期限の満了の日が、土曜日、日曜日、国民の祝日又は
その他の休日(金融機関等の休業日を含む)にあたる場合は、満了の日をその前日（当

する請書に、担保物件差入書を添えて分任契約担当官に提出してください。
 
　物件の引渡しに当たっては、必ず代金納入領収書及び、民収分の代金を納入したこ

及び当該違約金の納入)があった日(代金延納担保の提供を免除する旨の特約がある場
程第29条第２項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金延納担保の提供
あっては、代金の全部及び当該違約金)の納入があった日又は代金延納担保の提供(規

　売買代金の延納は、担保が金融機関の支払保証した支払保証手形であるときは、当
　該金融機関の保護預り証及び分任契約担当官の定める様式により当該金融機関が作成
 

　契約書案等は当署において閲覧してください。

　現地案内を希望する場合は現地案内日の前日（その日が土日又は休日である場合

その他

　不明な点がある場合は当署へお問い合せください。

管理局ホームページにおいて公表しますので、ご了承ください。

まで必ずご連絡ください。現地案内希望の連絡がなかった場合は現地案内を実施し

　落札となった場合は、落札者名を記載した入札結果（分収育林等を除く）を森林

ません。

は直前の平日）の17時までに、別紙現地案内者又は当署業務グループ（経営担当）



別紙１ 

 特約事項 【立木１～６号】 

 

１ 販売対象木 

各物件は、分収育林に係る皆伐の物件です。伐採した立木は、全て搬出してください。 

 

２ 代金の支払い方法 

分収木の売買代金は、国及び分収育林契約者に分収金（消費税相当額を含む）として持分

割合に応じて振込んでください。 

（１）  国に支払う代金（以下「官収分」という）は、国の発行する納入告知書により納付し

てください。 

（２）  分収育林契約者に支払う代金（以下「民収分」という）は、国が指定する分収育林契

約者の振込金融機関の口座に払い込んでください。 

【分収育林契約者の人数（口数）】 

立木１号：6 名（6口） 

立木２号：4 名（4.08 口） 

立木３号：7 名（7口） 

立木４号：3 名（3口） 

立木５号：5 名（6口） 

立木６号：13名（13 口） 

（３）  分収金の受取拒否等により供託が必要となる場合がありますので、該当する法務局へ

代金の納付期限までに供託を行ってください。 

（４）  入札公告時点の供託予定箇所は、別紙「供託予定箇所一覧表」のとおりです。 

（５）  これら振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。 

（６）  費用負担者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に別紙 

「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。 

 

３ 延納金及び延滞金 

（１）  売買代金の延納は、官収分についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。 

（２）  売買代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係る

ものは分収育林契約者に支払ってください。 

 

４ 搬出支障木について 

売払物件区域外の搬出支障木については、国有林内（分収育林・分収造林を除く）につい

てのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島森林管理署及び管轄の森林事務

所に相談してください。搬出支障木の伐採・搬出については、買受人が行った選木及び標示

を当森林管理署が確認し、適切と認めた場合、本物件とは別途に売買契約を締結し、当該売

買代金の納付が確認された後に可能となります。 

また、売払物件の材積の 5％以上の支障木が発生した場合は、原因把握のため書類審査を

行い、必要に応じて現地審査を実施します。 



なお、当該箇所が保安林等の法令制限がある場合は、買受人において関係機関へ許可申請

などの手続き（伐採届、土地の形質変更の届出等)を行い、その手続きが完了した後に伐採・

搬出してください。 

 

５ 森林作業道の作設について 

（１） 別紙「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出を行ってください。 

（２） 森林作業道を作設する場合は、別紙「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してくださ 

 い。 

（３） 別紙「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。 

（４） 森林作業道の線形及び土場を記載した路線計画図を提出し、広島森林管理署長の承認 

 を受けてください。 

（５） 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。 

（６） 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場 

 合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。 

 

６ 作業予定表について 

落札者は、売買契約締結時に手交する「作業予定表」を作成し、作業着手前に管轄の森林

事務所へ提出してください。 

 

７ 野生いのししにおけるアフリカ豚熱（ASF）対策について 

（１） 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時  

における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治  

体に速やかに通報してください。  

（２） アフリカ豚熱（ASF）対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が

実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消

毒等を行ってください。 

 

８ その他 

（１）  立木の搬出にあたり民有地を使用する場合は、事前に買受人が地権者等と交渉し、承

認を得てください。また、国有林外の立木伐採及び搬出路作設にあたり、各種法令等の

制限がある場合は、買受人が必要な手続きを行ってください。 

（２）  公道・林道・作業道等が運搬等により損傷した場合には、買受人の負担において修理

してください。 

（３）  売払区域周辺の立木の保護に努めるとともに、損傷を与えないようにしてください。

また、末木枝条、端尺材は可能な限り搬出することとし、やむを得ず存置する場合は、

谷川や急傾斜地には放置せず、区域内の平坦地や緩傾斜地等に崩れないよう集積してく

ださい。 

（４）  売払物件周辺の河川等については、必要に応じて水質汚濁防止対策を行ってください。 

（５）  売払区域周辺の国有林境界標の保護に努めるとともに、損傷を与えないようにしてく

ださい。なお、境界標の破損が確認された場合や一時撤去申請により署長の許可を得て



境界標を移動した場合、広島森林管理署の指示に従い買受人の責任により復元を実施し

てください。 

（６）  作業終了の前には、必ず管轄の森林事務所に連絡し現地確認を依頼してください。な

お、指摘があった場合は速やかに改善等の処置を実施してください。 

（７）  各物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191 号。以下、「盛土規

制法」という。）第 10 条に規定する宅地造成等工事規制区域又は、第 26 条に規定する特

定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規

制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可

申請又は届出が必要になります。 

（８）  買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。 

①  作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ず

るものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。  

②  作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけれ       

ばならないこと。  

③  喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指

定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。 

④  指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物（落葉落枝

等）の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するた

め、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。 

⑤  刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、

飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。  

⑥  市町村長から林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限の努力義

務の対象として指定された区域を確認するとともに、林野火災注意報が解除され

るまでの間、火の使用の制限に従うよう努めること。また、林野火災警報が発令さ

れた場合には、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するとともに、

火の使用制限を徹底すること。 

（９）  買受人は、（８）の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹

底してください。 

（１０） 立木１号件付近を流れる七瀬川は、漁業権が設定されています。伐出に伴い濁水が漏

出しないよう十分配慮するとともに、事業着手前には搬出計画等について買受人が関係

者等及び広島森林管理署と連絡・調整を行ってください。 

（１１） 立木２号件付近を流れる不明谷川は漁業権が設定されています。伐出に伴い濁水が漏

出しないよう十分配慮するとともに、事業着手前には搬出計画等について買受人が関係

者等及び広島森林管理署と連絡・調整を行ってください。 

 



別紙１ 

 特約事項 【立木７、８号】 

 

１ 販売対象木 

各物件は、分収造林に係る皆伐の物件です。伐採した立木は全て搬出してください。 

 

２ 代金の支払い方法 

分収木の売買代金は、国及び分収造林契約者に分収金（消費税相当額を含む）として持分

割合（国２０：民８０）に応じて振込んでください。 

（１） 国に支払う代金（以下「官収分」という）は、国の発行する納入告知書により納付して

ください。 

（２） 分収造林契約者に支払う代金（以下「民収分」という）は、国が指定する分収造林契約

者の振込金融機関の口座に払い込んでください。 

（３） これら振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。 

（４） 費用負担者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に別紙 

「振込先口座情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。 

 

３ 延納金及び延滞金 

（１）  売買代金の延納は、官収分についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。 

（２）  売買代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係る

ものは分収造林契約者に支払ってください。 

 

４ 搬出支障木について 

売払物件区域外の搬出支障木については、国有林内（分収育林・分収造林を除く）につい

てのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島森林管理署及び管轄の森林事務

所に相談してください。搬出支障木の伐採・搬出については、買受人が行った選木及び標示

を当森林管理署が確認し、適切と認めた場合、本物件とは別途に売買契約を締結し、当該売

買代金の納付が確認された後に可能となります。 

また、売払物件の材積の 5％以上の支障木が発生した場合は、原因把握のため書類審査を

行い、必要に応じて現地審査を実施します。 

なお、当該箇所が保安林等の法令制限がある場合は、買受人において関係機関へ許可申請

などの手続き（伐採届、土地の形質変更の届出等)を行い、その手続きが完了した後に伐採・

搬出してください。 

 

５ 森林作業道の作設について 

（１） 別紙「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出を行ってください。 

（２） 森林作業道を作設する場合は、別紙「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してくださ 

 い。 

（３） 別紙「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。 

（４） 森林作業道の線形及び土場を記載した路線計画図を提出し、広島森林管理署長の承認 



 を受けてください。 

（５） 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。 

（６） 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場 

 合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。 

 

６ 作業予定表について 

落札者は、売買契約締結時に手交する「作業予定表」を作成し、作業着手前に管轄の森林

事務所へ提出してください。 

 

７ 野生いのししにおけるアフリカ豚熱（ASF）対策について 

（１） 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時  

における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治  

体に速やかに通報してください。  

（２） アフリカ豚熱（ASF）対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が

実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消

毒等を行ってください。 

 

８ その他 

（１）  立木の搬出にあたり民有地を使用する場合は、事前に買受人が地権者等と交渉し、承

認を得てください。また、国有林外の立木伐採及び搬出路作設にあたり、各種法令等の

制限がある場合は、買受人が必要な手続きを行ってください。 

（２）  公道・林道・作業道等が運搬等により損傷した場合には、買受人の負担において修理

してください。 

（３）  売払区域周辺の立木の保護に努めるとともに、損傷を与えないようにしてください。

また、末木枝条、端尺材は可能な限り搬出することとし、やむを得ず存置する場合は、

谷川や急傾斜地には放置せず、区域内の平坦地や緩傾斜地等に崩れないよう集積してく

ださい。 

（４）  売払物件周辺の河川等については、必要に応じて水質汚濁防止対策を行ってください。 

（５）  売払区域周辺の国有林境界標の保護に努めるとともに、損傷を与えないようにしてく

ださい。なお、境界標の破損が確認された場合や一時撤去申請により署長の許可を得て

境界標を移動した場合、広島森林管理署の指示に従い買受人の責任により復元を実施し

てください。 

（６）  作業終了の前には、必ず管轄の森林事務所に連絡し現地確認を依頼してください。な

お、指摘があった場合は速やかに改善等の処置を実施してください。 

（７）  各物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191 号。以下、「盛土規

制法」という。）第 10 条に規定する宅地造成等工事規制区域又は同法第 26 条に規定す

る特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法

の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への

許可申請又は届出が必要になります。 

（８）  買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。 



①  作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ず

るものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。  

②  作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけれ       

ばならないこと。  

③  喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指

定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。 

④  指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物（落葉落枝

等）の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するた

め、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。 

⑤  刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、

飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。  

⑥  市町長から林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限の努力義務

の対象として指定された区域を確認するとともに、林野火災注意報が解除される

までの間、火の使用の制限に従うよう努めること。また、林野火災警報が発令され

た場合には、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するとともに、火

の使用制限を徹底すること。 

（９）  買受人は、（８）の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹

底してください。 

（１０） 立木７号物件付近を通る市道沿いには、斜面にロックネットが設置されている箇所が 

あるため、対象区域を損傷しないよう注意してください。 

 



別紙

売払番号 国有林 供託先 供託者数
広島法務局　本局 ２名

計 ２名
広島法務局　本局 ２名

計 ２名
広島法務局　本局 １名
京都地方法務局　本局 １名

計 ２名
広島法務局　東広島支局 １名

計 １名
- ０名
計 ０名

松江地方法務局　浜田支局 １名
計 １名

※供託者数については入札公告時点であり、契約締結日若しくは振込完了までに増減することがあります。

立木６号 新元重山国有林750い2、ろ林小班

供託予定箇所一覧表

立木５号 大谷山国有林554ろ林小班

立木３号 鶉木山国有林221い林小班

立木４号 野路山国有林537は林小班

立木１号 中ノ河山国有林96い林小班

立木２号 不明山国有林201に林小班



別紙 
令和  年  月  日 

 
分任契約担当官 
広島森林管理署長 石原 敬史 殿 
 
                  買受人 
                   住所 
 
                   氏名             
 

個人情報の取扱いに関する誓約書 
 
 令和  年  月  日付で売買契約を締結した、下記の物件に係る費用負

担者の個人情報の取扱いについて、下記の事項を遵守することを誓約します。 
 

記 
 
１．売買物件 
（１）所在場所 
（２）面積 
（３）樹種及び数量 
（４）売買代金 
 
２．誓約事項 
（１）貴署から提供された費用負担者の個人情報については、上記売買物件に

係る分収金振込手続にのみ使用する。 
（２）貴署から提供された費用負担者の個人情報については、厳重に保管・管

理の上、第三者に開示・漏洩しない。 
（３）分収金振込手続が完了した時、又は貴署から返還指示があった時   

は、速やかに貴署の指示に従い、返還又は安全な方法により廃棄処分を行

う。 
（４）本誓約事項に違反し、貴署又は費用負担者、その他第三者に損害を与え

た場合、貴署の指示に従い、個人情報の安全を保護するために必要な措置

を講じるとともに、買受人の負担においてその損害の全てを賠償する。 
（５）その他、本誓約事項に定めのない事項については、貴署と協議の上、実

施する。 



 

令和  年  月  日 

 

分任契約担当官 

広島森林管理署長 石原 敬史 殿 

 

買受人 

住所 

氏名 

 

振込先口座情報の取扱いに関する誓約書 

 

令和  年  月  日付で売買契約を締結した、下記の物件に係る契約者の振込先口座情報

の取扱いについて、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１．売買物件 

（１）所 在 場 所  

（２）面 積  

（３）樹種及び数量  

（４）売 買 代 金  

 

２．誓約事項 

（１）貴署から提供された契約者の振込先口座情報については、上記売買物件に係る分収金振込

手続にのみ使用する。 

（２）貴署から提供された契約者の振込先口座情報については、厳重に保管・管理の上、第三者

に開示・漏洩しない。 

（３）分収金振込手続が完了した時、又は貴署から返還指示があった時は、速やかに貴署の指示

に従い、返還又は安全な方法により廃棄処分を行う。 

（４）本誓約事項に違反し、貴署又は契約者、その他第三者に損害を与えた場合、貴署の指示に

従い、振込先口座情報の安全を保護するために必要な措置を講じるとともに、買受人の負担

においてその損害の全てを賠償する。 

（５）その他、本誓約事項に定めのない事項については、貴署と協議の上、実施する。 





























別紙２ 
 
 

 

○ 適格請求書（インボイス）の交付 

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等

によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額

控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の

分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次

のとおりとなります。入札に際し、注意願います。 

 

※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに

記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる

消費税相当額（税率10％）とは一致しない場合があります。 

※ 当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があ

ります。 

 

１号物件 ８.５３％ 

２号物件 ９.０１％ 

３号物件 ８.９１％ 

４号物件 ８.６８％ 

５号物件 ８.１６％ 

６号物件 ８.５８％ 

７号物件 １０.００％ 

８号物件 １０.００％ 

 

  
 
 
 

 

 







 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、

また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報

告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについ

て同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

   場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

   である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

   が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第

   ２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

   する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

   る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

   的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

   るとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

    上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

入 札 者 注 意 書 

                                                                       

 入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知

の上、入札して下さい。 

 

１ 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）そ

の他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札

意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

４ 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 

 ５ 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び

地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約

金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に

記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額（契約金額）とする。 

 なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記する

こと。 

６ 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。 

７ 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を

提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 

８ 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。 

９ 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について入札前に確認しなければならず、

入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 

10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。 

 ア 入札参加資格のない者のした入札。 

     イ 入札金額・入札者名の確認ができないもの。 

   ウ  入札書に入札者の署名がないもの。 

 エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。 

 オ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達

しなかったとき。 

 カ 入札保証金（その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。）が定められた日

時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。（但し、入札保証金の納付を

免除した場合を除く。） 

 キ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が認めら

れた入札。 

 ク その他入札条件に違反した入札。 

11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることが

できません。 

12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出が

あっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても

受理しません。 

13 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入

札事務に関係のない職員が立ち会って行います。 



14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。 

15 落札となるべく同価格の入札をした者が２人以上あるときは、「くじ」により落札者を決

定します。 

 なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを

引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落

札者を決定します。 

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。 

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合

は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札

保証保険証券が納付されていない場合は入札金額（入札書に記載した金額）の 100 分の５に

相当する金額を違約金として徴収します。 

18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事

情があると認めたときは、入札の執行を中止します。 

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 

 

 

 

 



様式１

順　位

落 不落

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

分任契約担当官　広島森林管理署長　石原　敬史　殿

住　　　 　所

代表者氏名

代理人氏名

令和　　　年　　　月　　　日

入　　　札　　　書

売払番号 立木 号 初・再 回

　ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額
は上記金額の10％に相当する金額を加算した金額となること及び国有林野の産物売
払規程を遵守し、公売公告書及び入札者注意書を承知のうえ、入札します。



　私は都合により  　　を代理人と定め
下記の権限を委任します。

　　令和８年７月２８日の立木公売に係る入札に関する一切の権限

令和　　　年　　　月　　　日

委任者 住所

会社

氏名

分任契約担当官　　　広島森林管理署長　　石原　敬史　殿

委　任　状

記



売払番号 物　件　所　在　地
面　積
(ha)

樹　種 調査方法
本数
（本）

材　積
(㎥)

林　齢 伐採種 搬出期間 収穫調査期間
直近の間伐作業

実施時期
備考

立木
１号

広島県廿日市市虫所
　中ノ河山国有林96い林小班（分収育林）

5.42 ヒノキ外３ 毎木調査（樹高曲線） 6,864 1,958.74 66 皆伐 36ヶ月間 令和７年11月～令和8年２月 平成７年12月 水源かん養保安林

立木
２号

広島県広島市佐伯区湯来町
　不明山国有林201に林小班（分収育林）

5.13 ヒノキ外４ 毎木調査（樹高曲線） 7,900 3,152.14 69 皆伐 36ヶ月間 令和７年10月 平成10年３月 水源かん養保安林

立木
３号

広島県山県郡北広島町
　鶉木山国有林221い林小班（分収育林）

9.18 ヒノキ外４ 毎木調査（樹高曲線） 9,927 4,640.37 59 皆伐 36ヶ月間 令和７年10月～11月 平成27年９月 水源かん養保安林

立木
４号

広島県呉市安浦町
 　野路山国有林537は林小班（分収育林）

3.00 ヒノキ外８ 毎木調査（樹高曲線） 4,506 1,656.72 64 皆伐 36ヶ月間 令和６年12月 平成20年12月 －

立木
５号

広島県広島市安芸区阿戸町
 　大谷山国有林554ろ林小班（分収育林）

3.58 ヒノキ外５ 毎木調査（樹高曲線） 4,476 3,136.84 70 皆伐 36ヶ月間 令和６年1１月 平成15年９月 －

立木
６号

広島県福山市新市町
 　新元重山国有林750い２、ろ林小班（分収育林）

9.07 ヒノキ外２ 毎木調査（樹高曲線） 9,913 4,369.38 62・65 皆伐 36ヶ月間 令和８年３月 平成13年２月 水源かん養保安林

立木
７号

広島県府中市荒谷町
　神谷平山国有林738は林小班（分収造林）

9.46 ヒノキ外11 毎木調査（樹高曲線） 3,244 2,175.56 76 皆伐 36ヶ月間 令和６年１１月 － －

立木
８号

広島県福山市熊野町
　光林寺奥山国有林705と林小班（分収造林）

2.69 スギ外７ 毎木調査（樹高曲線） 2,162 1,336.27 76 皆伐 36ヶ月間 令和７年１０月 平成３年３月 －

計 47.53 － － 48,992 22,426.02 － － － － － －

※上記物件の種類及び数量等は、上記期間に実施の収穫調査に基づくものです。
※上記物件の林齢は、公売公告時点の林齢です。

　立木公売物件一覧表


